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国
と
地
方
の
財
政
の
関
わ
り
を
分
か
り

や
す
く
説
明
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の

『
地
方
分
権
』
の
流
れ
を
確
か
め
て
み
ま

し
ょ
う
。

　

戦
後
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
強
力
な
中
央

集
権
型
で
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
い
わ
ば
、

国
と
地
方
が
『
上
下
・
主
従
』
の
関
係
に

あ
り
、
地
方
の
個
性
や
独
自
性
の
な
い
同

じ
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
を
重
視
す
る
方
法

で
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
仕

組
み
で
は
、
高
度
情
報
化
社
会
や
少
子
・

高
齢
化
社
会
、
個
性
豊
か
な
地
域
社
会
の

形
成
な
ど
、
現
在
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

多
様
化
な
ど
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
国
が
財
源
の
多
く
を
握
っ
て

い
た
の
で
は
、
地
方
の
自
立
を
望
む
こ
と

は
で
き
な
い
た
め
、
平
成　

年
に
地
方
の
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自
主
性
と
自
立
性
を
高
め
、
国
と
地
方
の

関
係
を
『
対
等
・
協
力
』
と
す
る
『
地
方

分
権
一
括
法
』
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
方
分
権
時
代
を
迎
え
る
に
は
『
地
方

で
で
き
る
こ
と
は
地
方
に
委
ね
る
』
と
の

原
則
の
下
、
歳
入
・
歳
出
の
両
面
で
地
方

の
裁
量
度
を
高
め
、
地
方
の
真
の
自
立
を

図
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
三
位
一
体
の
改
革
っ
て

な
に
？

Ａ
地
方
分
権
を
さ
ら
に
進
め
る

た
め
の
国
の
方
針
が
『
三
位

一
体
の
改
革
』
で
す

　

地
方
分
権
を
進
め
る
た
め
の
『
税
財
源

面
で
の
改
革
』
実
施
の
手
段
が
、
『
三
位

一
体
の
改
革
』
な
の
で
す
。

　

地
方
分
権
型
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、

税
財
源
の
あ
り
方
を
見
直
す
こ
と
で
、
地

方
の
実
情
に
合
わ
せ
て
、
自
ら
の
創
意
工

夫
で
予
算
を
執
行
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

地
方
の
自
立
を
促
す
こ
と
が
期
待
で
き
ま

す
。

　

ま
た
、
補
助
金
の
採
択
の
影
響
を
受
け

て
い
た
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
も
、
こ
れ

か
ら
は
住
民
の
意
思
が
反
映
し
や
す
く
な

り
、
参
画
の
機
会
も
増
え
る
な
ど
、
住
民

参
加
の
ま
ち
づ
く
り
が
進
む
こ
と
も
期
待

で
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
平
成　

年
度
を
初
年
度
と
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す
る
『
三
位
一
体
の
改
革
』
が
進
め
ら
れ

る
と
地
方
財
政
に
と
っ
て
大
変
厳
し
い
内

容
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。

　

地
方
交
付
税
の
大
幅
な
削
減
や
施
設
整

備
関
係
の
国
庫
補
助
負
担
金
の
取
り
扱
い

な
ど
、
国
庫
補
助
負
担
金
の
廃
止
に
伴
う

本
格
的
な
税
源
移
譲
が
先
送
り
さ
れ
、
国

の
財
政
再
建
が
優
先
さ
れ
て
、
地
方
公
共

団
体
の
平
成　

年
度
予
算
編
成
に
大
き
な
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支
障
を
及
ぼ
す
な
ど
地
方
財
政
に
大
き
な

衝
撃
を
与
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

全
国
各
地
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
、
本

来
の
地
方
分
権
推
進
の
た
め
の
『
三
位
一

体
の
改
革
』
で
は
な
く
、
『
国
の
財
政
赤

字
の
つ
け
回
し
』
『
単
な
る
地
方
へ
の
負

担
転
嫁
』
で
は
な
い
か
と
の
声
が
上
が
り

ま
し
た
。

　

今
年
７
月
に
は
、
再
度
首
相
の
要
請
に

基
づ
き
地
方
六
団
体
が
取
り
ま
と
め
た
国

庫
補
助
負
担
金
の
改
革
案
が
政
府
に
提
出

さ
れ
ま
し
た
が
、
各
省
庁
と
地
方
と
の
意

見
が
対
立
し
て
い
る
部
分
が
数
多
く
残
さ

れ
る
な
ど
、
依
然
と
し
て
先
行
き
不
透
明

な
状
況
で
す
。
３
兆
円
規
模
の
税
源
の
移

譲
に
結
び
つ
く
改
革
、
地
方
の
裁
量
度
を

高
め
自
主
性
を
大
幅
に
拡
大
す
る
改
革
の

実
施
に
向
け
、
今
後
も
そ
の
動
向
に
は
十

分
に
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
『
三
位
一
体
の
改
革
』
で
、

何
が
変
わ
る
の
？

Ａ
地
方
分
権
推
進
の
た
め
の
改

革
か
、
そ
れ
と
も
国
の
財
政

再
建
策
か

　三位一体の改革とは、地方が決めるべきことは
地方が自分で決めるという『地方自治の本来の姿
の実現に向けた政府の方針のことです。
◎平成１８年度までに行われる三位一体の改革
�国庫補助負担金の改革…地方の自主性を阻害す
　る国庫補助負担金を縮減する。
　（平成１７・１８年度の国庫補助負担金を３兆円程
　度縮減（廃止））

�税源配分（税源移譲を含む）の見直し…地方財
　源の充実を図るため、税源を国から地方へ移譲
　する。
　（平成１６年度からの３年間で約３兆円の税源移
　譲を目指す）
�地方交付税の改革…税源移譲や国庫補助負担金
　の廃止に伴う地方の財政力格差是正のため、バ
　ランスのとれた地方交付税の見直しを行う。
　（平成１６年度からの３年間で交付税算定方法の
　簡素化・透明化に取り組む（第１期））

』

三位一体の改革

国庫補助
負担金の
改革

税源配分
の見直し

地方交付税
の改革

特集　登別市財政公表
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